
3 介護療養施設サービス  
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  

督潅沌が暴葦  
に貫のら九た看  
漂幅員の員著  
にご0ノ】00を条  

して得た塾未布  
の横合  

ニット毎に配喧  
していない専ユ  
ニ・ソトケアにおけ る停刊が禾璧  
偽である場合  常勤のユニット リーダー壬ユ  

仁；略の医師確  

保宣十画≡眉出た  
もので 臣師の  
慧が基著に定め  
らナLた医師の員  

詳l＝6D／1D（桂  

毒して絡た註未  
蔦であもヰ含  

封他の医師托  
怪童†画吉尾出た  
もの以外で．医  

師の鐘が墓事に  
定めら才」た医師  
の員鼓に  
60／1叩吾桑じ  

て斉た警乗預で  
ある鴇色  

ついて医療烹  
康行規則旨粥  
医師の配置に   ゑの規定が適 用されている場  

注 力体拘束廃止未≠茶減算（1日につき 51位を減算）  

相澤軍加算  才b導力D声  （入院中1国（又は2回）、退院後l  
46【】＋位を算定）  

b退院衿神事加算  

（ヰ0ロー也）  

⊂退院吊一言栂謹供加算  
（500★也）  

d退院前連携加算  

（500単位）  

（二）老人訪問看よ指示加斉  

（入瞑重曹l人につき1回を隠歴として  

300中也算定）   

（6）退院時  （－）退院蹄苓  8退廃荊繰訪†司指導加算  

注  
入院愚書及びその音族琴に対Lて退慣社の歳事上の炸】■を行った場合   

迫院捜の三治筐に対して診療憎欄ほ増柑した場合   

居宅介護貢理事裏書と退院前から連繋し．情租提供とサービス耶塁を行った場合  

（－）管理黛糞士配置加算        （＝］につき12霊位を加百）  

（二）柴蒼士配せ加算        （18につき1D■也を細責）  

り0）軽口蟻誇加算い日につ き）  

※ 医師の人員配置減算を適用する土募合には．医師経過措置減算を適用しない。  
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。  
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□ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス  

一     ■     ■        ■        ■ ■ ■ 一■    ■■     一    一    －   －                                                                                                                】                                                                                                                   －  

入院患者の扱が入院患  
者の定員を超える場合  をユニット毎に配置して  

いない等ユニットケアに  
おける体制が未整備で  常勤のユニットリーダー    ある場合  

a．診療所型介  
サービス賛（j  

（－）診療所  

聖介護療養施  
設サービス茸   

看護く6二1〉  

介護く6：1〉  

サービス賢（il  

く多床室）  

（1）診療所型  

介護療養施設  
サービス賛  
（1日につき）  

a，診療所型介  
サービス章（i  

（ニ）診療所  

聖介護療婁施  
設サービス圭  
（汀）  

看護・介護（3：  

b．診療所製介  
サービス貢（ii  

く多床室〉   

（－）ユニット型診療所型  

介護療養施設サービス貴（l）  
くユニット型個室〉  

（2）ユニット型  

診療所型介護  
療兼施設サー  
ビス責  
（1Bにつき）  （二）ユニット型診療所塑  

介護療養施設サービス章（n）  

くユニット型準個室〉   

要介  護1（ 652単位）  

圭介護療歪施設  
（＝  

個室  

要介  
要介  

型介  
（ii）  要介▼  沫3 （ 867単位）  

要介  
要介  

と介護療養施設  
（i）  要介  護3（ 654単位）  

個室  

要介  
要介  

！介護療要施設  

（ii）  要介  三蔓3（ 765単位）  

要介  真筆4（ 811塵位）  

圭介  護5（ 857単位）   

要介  護1（ 766単位）  

要介  …隻2（ 818単位）  

要介  護3（ 870単位）  

要介  護4（ 921単位）  

要介  護5（ 973単位）   

要介  謙1（ 766崖位）  

n）  要介  護3（ 870単位）  

要介  護4（ 921単位）  

要介  護5 （ 973単位）   

注 身体拘束廃止未実施加算  （1日につき 5単位を減算）  

（1日につき ＋30単位）  

（4）退院時楕  （－）退院時  a退院前後払同語導加算   
導等加算  等指導加算  （入院中1国（又は2固）．退院後1回を限度に＿  

460．単位を算定）  

b退院時指導加算  

（400単位）  

C退院時情報提供加算  

（500単位）  

d退院前連携加算  

（500単位）  

（ニ）老人訪問者護指示加算  
（入院患者1人につき1回を限度として300単位算定）   

（5）栄暮雪理  （－）管理栄養士配置加算   
体制加算   （1日につ書12単位を加算）  

（二）栄責士配置加虜  

（1日l二つき10単位を加算）   

（6）栄葺マネジメント加算  
（1日につき12単位を加舅）  

（7）梓口移行加算  

（1日につき 2〔∋単位を加算）  

（B）経口維持加眉（1日につ き）  

（1）経口維持加算（Ⅰ） （2日単位）  

（2）桂口維持加算（n） （5単位）  

（9）療養食加算  

（1日につき 23単位を加算）  

（10）在宅復帰支援機能加算  
（1日につき10単位を加算）  
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L＿＿ 
一 

Ⅰ指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造  

1介護予防訪問介護費  

2 介護予防訪問入浴介護費  

3 介護予防訪問看護費  

4 介護予防訪問リハビリテーション費  

5 介護予防居宅療養管理指導費  

6 介護予防通所介護貴  

7 介護予防適所リハビリテーション費  

8 介護予防短期入所生活介護費  

9 介護予防短期入所療養介護費   

二老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費   

ホ基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費  

10 介護予防特定施設入居者生活介護費  

11介護予防福祉用具貸与貴   

Ⅱ 指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造  

介護予防支援貴  
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ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費  

l            l  椚 
醐 

ヨ削詞．引渕■■ コ 「蜃院鰐際巨巴 一     挙－－   一  

医蟻の配置  
について医療  
法施行規則  
第49条の規  
定が適用さ れている場合  

夜勤を行う職 員の勤務条 件に関する 基準の区分 による加算  
利用者lこ印し て送i嬰を行う 場合  

療妻病床介護予防短  

闇渕 
捌 

卜 夜間勤務専有  
王筆（1）   

＋23ヰ位   

夜間動粍等看  
王l（Ⅱ）   

＋14皐1正   

夜間勤務草書  
注（匹）   

十7単位  

片道につき  
＋184単位   

（1日につき 23単位盲加算）  

‡（7）特定診療書  

＿＿＿＿＿＿＿＿j ニ特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

※医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。  
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。  
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ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費  

患者の致の合計数が  

入院患者の定員を超  利用者の数及び入院   える場合  

常勤のユニットリー  
ダーをユニット毎に配  
置していない等ユニッ  
トケアにおける体制が  
未整備である場合  

利用者に対して送迎 を行う場合  

基本部分  

a，診療所療養病床介   

（一）診療所  

療養病床介護  
予防短期入所  要支援2（646単位）  

療養介護費  
（Ⅰ）  b．診療所療養病床介   

看護く6：1〉  
（1）診療所   

療養病床介  
介護費（ii）  

〈多床室〉   要支援2（751単位）  
護予防短期  
入所療養介  

護費 （1日につき）  

療養病床介護  
予防短期入所  要支援2（559単位）  

療養介護費  
（Ⅰ）  b．診療所療養病床介   

看護・介護  
く3：1〉   介護費（ii）  

く多床室〉   要支援2（670単位）   

（－）ユニット型診療所療養病床介護  

型診療所療   
養病床介護  要支援2（760単位）  

予防短期入  

所療養介護 費  
（1日につき）  

くユニット型準個室〉  要支援2（760単位）   

（2）ユニット         予防短期入所療養介護費（Ⅰ） くユニット型個室〉  

片道につき  
＋184単位  

×70／100  

×97／100  

（3）栄養管  
理体制加算  

（－）管理栄養士配置加算          （1日につき12単位を加算）  

（二）栄養士配置加算          （1日につき10単位を加算）  

（4）療養食加算  
（1日につき 23単位を加算）  

；（5）特定診療費  
l  

l  

l  

l   l  

し＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿l  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾F  

；：特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目  
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